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“伝わる ” をつなぐ人たち
障害のために意思疎通を図ることに困難がある人をサポートし、さまざまな方法でコミュニ
ケーションを支援し、“伝わる”を支える人がいます。

手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員

要約筆記者

聴覚障害があるなど手話を使う人のために、
手話を用いて通訳業務を行います。専門資
格を有する「手話通訳士」や、「手話通訳者」
に加え、区市町村などが行う養成講座を受
講した「手話奉仕員」などがあります。

話の内容をリアルタイムに要約し、ノートや
パソコンなどを使って文字として伝えます。
さまざまなニーズに対応する要約筆記の知識
及び技術を必要としており、研修を受講し、
認定試験に合格したのちに登録されます。

聴覚障害者の方に
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点訳・音訳ボランティア

盲ろう者向け通訳・介助員

失語症者向け意思疎通支援者

書籍や資料などの文字を点字に変換
したり、音訳して伝えます。多くがボ
ランティアとして活動されています。

盲ろうの人との日常的なコミュニケー
ション支援、通訳、移動介助などを行
います。複数のコミュニケーション方
法を併用したり使い分けるため、さま
ざまな知識及び技術を習得している
必要があり、都道府県が実施する養成
研修を受講の上、登録されます。

失語症の人の多様なニーズや場面に応じたさまざまなコミュニケーションを支援します。
都道府県が実施する養成研修を受講の上、登録されます。

視覚障害者の方に

盲ろう者の方に

失語症の方に


